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 少 年 の 健 全 育 成 活 動 

 １ 子ども総合センターの相談体制 
  
北九州市では、平成１４年１０月に保健福祉局「児童相談所」、教育委員会「少年相談センター」、

教育委員会「教育センター教育相談室」の３組織を統合し、保健福祉局（平成１９年１０月１５日に

子ども家庭局に改編）「子ども総合センター」を開設しました。保健・福祉・教育の統合による総合的

専門的支援体制を目指しています。 

 児 童 相 談 所 

２４時間子ども相談ホットライン 

◆機能 
・児童福祉法に基づく児童福祉の専門的行政機関 
◆対象者 
・１８歳未満の児童（児童福祉法上の児童） 
◆相談内容 
・子どもの養護、虐待、保健、障害、非行、性格行動、不登校等の相談 
◆業務 
・児童に関するあらゆる相談に応じる。 
・専門的な角度から総合的に調査、診断、判定し、児童の処遇を行う。 
・障害程度の認定 
・児童の一時保護 
・施設入所や里親委託等の措置 

子 ど も 総 合 セ ン タ ー  

◆機能 
・２４時間３６５日体制の電話相談窓口 
◆相談内容 
・虐待・いじめ・不登校等子どもの悩み、保護者の子育ての悩み、児童虐待の緊急対

応等様々な相談 

※令和４年４月より、各少年支援室の適応指導教室の機能は、教育支援室として教育委員会に

移管されました。少年の健全育成活動は、引き続き子ども総合センターでも実施します。 

・非行相談連絡会議 
・啓発活動 
・環境浄化活動 
・補導活動 
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 ２ 沿革 
 

 

昭和２３年１２月 『福岡県八幡児童相談所』設置（八幡市役所児童課内） 

  昭和２４年 ４月  八幡市築地町八幡製鉄所東妙見寮へ移転（一時保護所併設） 

  昭和２６年 ７月  八幡市大字尾倉１８８３－９へ移転（北九州盲学校の一部を借用） 

  昭和２９年 １月 「手をつなぐ一日里親の会」発足 

  昭和３８年 ４月  北九州市発足に伴い、『北九州市児童相談所』設置  

八幡児童相談所が県より市に委嘱 管轄区域が北九州市となる 

  昭和４２年 ４月 「三歳児検診業務」開始 

  昭和４４年 ９月  児童相談所改築（八幡区尾倉３丁目４－３６）Ａ級児童相談所となる 

  昭和４４年１０月 「三歳児精密検診業務」開始 市内全保健所へ出張判定 

  昭和４５年 ８月 「北九州市一日里親の会」発足 

  昭和５２年 ６月  小倉北区田町１４－２４に『北九州市立少年相談センター』を設置 

 昭和５３年 ５月  八幡西区相生町１９－１（八幡西市民センター内）に『北九州市立少年相談センタ 

ー分室』を設置 

  昭和５３年 ９月 「北九州市里親会」発足 

  昭和５４年 ７月  北九州市立少年相談センター及び分室組織変更し、分室を廃止するとともに、『東 

少年相談室』及び『西少年相談室』を設置 

  昭和５４年１２月  西少年相談室を八幡西区相生町から八幡西区藤田４丁目１－１（黒崎公民館内）に 

移転 

  昭和５５年 ４月 『北九州市立教育センター』開所 

  昭和５６年 ４月  小倉南区若園５丁目１－５に『北九州市立少年相談センター東少年相談室分室』 

設置 

  昭和５８年 ４月  北九州市立少年相談センターの組織を変更し、東少年相談室分室を廃止するととも 

に、『南少年相談室』設置 

  昭和６１年 ４月 「いじめナイトテレホン」（591-0110）設置（東少年相談室内） 

  平成 ２年１１月  適応指導教室（ふれあい教室）開設 

  平成 ３年 ８月 「不登校児童宿泊等指導事業」開始 

  平成 ６年 ４月 「いじめナイトテレホン」を「ヤングナイトテレホン」と名称変更 

  平成 ７年 ７月 「ヤングナイトテレホン」を「いじめ１１０番」と名称変更 

  平成 ８年 ８月 「北九州市児童虐待防止事業」開始 

  平成１０年 ５月  北九州市社会福祉審議会児童福祉専門分科会審査部会設置 

  平成１１年 ４月 『足立教育相談室』開設 

  平成１１年 ９月  足立教育相談室、適応指導教室（こもれび教室）開設 

平成１３年 ５月  相談係を再編（１係制⇒２係制） 

  平成１３年 ７月 「いじめ１１０番」を「子どもホットライン」と名称変更し、電話相談時間を２４ 

            時までとする 

平成１４年 ２月  Ｅメール相談の受付を開始 

  平成１４年 ４月  児童虐待防止担当ラインを設置 
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  平成１４年１０月  「児童相談所」「少年相談センター」「教育センター教育相談室」の３所を統合し、 

『子ども総合センター』を開設（戸畑区汐井町１－６ウェルとばた内） 

通所施設として「東少年相談室」を『かなだ少年支援室』、「南少年相談室」を 

『わかぞの少年支援室』、「西少年相談室」を『くろさき少年支援室』、「教育相談室」

を『あいおい少年支援室』、「足立教育相談室」を『あだち少年支援室』と改める 

  平成１４年１０月 「２４時間子ども相談ホットライン」（881-4152）開設（社会福祉法人・北九州いの 

           ちの電話へ委託） 

  平成１５年 ４月  里親支援担当ラインを新設 

  平成１６年 ９月 「家族のためのペアレントトレーニング事業」開始 

  平成１７年 ４月 「２４時間子ども相談ホットライン事業」を直営化 

「北九州市要保護児童対策地域協議会」設置 

平成１７年 ７月   くろさき少年支援室移転 八幡西区相生町１９－１（八幡西生涯学習センター内） 

平成１９年 ４月  区役所子ども・家庭相談担当係長を児童虐待防止担当係長に兼務 

平成１９年１０月   子ども家庭局子ども総合センターとなる 

平成２２年 ４月   非行相談担当ラインを新設 

平成２３年 ４月   相談係を再編（２係制⇒３係制） 

平成２４年 ４月  子ども相談情報システム稼動（新システム） 

平成２５年 ４月  くろさき少年支援室移転 八幡西区黒崎３－１５－３（コムシティ地下一階） 

平成２６年 ４月  相談係を再編（３係制⇒４係制） 

平成２７年 ４月  子ども総合センターに児童虐待防止担当係長を１名増員、区役所子ども・家庭相談

コーナーを所管する課長職に児童虐待防止担当課長を兼務 

平成２８年 ８月 「被虐待児心の回復支援事業」開始 

平成３１年 ３月  子ども家庭局青少年課青少年非行対策担当課長に児童虐待対策担当課長を兼務 

令和 ２年 ３月  あだち少年支援室廃止 

令和 ２年 ４月  家庭復帰支援係を新設 

令和 ３年 ４月  養護相談担当課長を新設 

令和 ４年 ４月  「かなだ少年支援室」「わかぞの少年支援室」「くろさき少年支援室」「あいおい少年

支援室」を廃止し、適応指導教室の機能を教育委員会に移管、『かなだ教育支援室』

『わかぞの教育支援室』『くろさき教育支援室』『あいおい教育支援室』と改める 

          児童虐待対策ラインを児童虐待対策係に変更 

          判定係を再編（１係制⇒２係制） 

          子ども相談情報システム更新（新システム構築） 

令和 ４年１１月  親子のための相談LINEの受付を開始 
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　　　(令和 ５年４月２５日現在）

　一般事務員 　１名

　児童福祉司 　３名

　２４時間子ども相談・虐待対応 １０名（会年）

　非行相談担当官 　１名（会年）

　少年補導指導員 　２名（会年）

　弁護士 　１名（嘱託）

　児童虐待防止担当官 　１名（会年）

　児童虐待対応協力員 　２名（会年）

　児童福祉司等サポート職員 　１名（会年）

　児童福祉司 　２名

　一般事務員 　１名

　里親委託等推進員 　２名（会年）

　児童心理司 　２０名（うち会年１５）

  児童心理（判定員） 　３名（会年）

　児童福祉司 　２名

　児童相談員 　３名（会年）

　医　　師 　１名（嘱託）

　児童指導員 １２名（うち会年６）

　児童福祉司 　２名

　保育士 １１名（うち会年８）

　児童心理司 　１名（会年）

　看護師 　２名（会年）

　学習指導員 　２名（会年）

　医師 　１名（嘱託）

保健相談
係長

（母子保健係長兼務　１名）

　児童心理司 　６名（うち会年２）

保護
係長（不登校対策担当

部長兼務）
（不登校対策担当

課長兼務）

養護
相談
担当
課長

里親支援
担当係長

判定
第一係長

教育・
非行
相談
担当
部長

教育・
非行
相談
担当
課長

判定
第二係長

子ども・
家庭相
談コー
ナー担
当課長

子ども・家庭相談コー
ナー担当係長(7名)　・
いのちをつなぐネットワー
ク担当係長

　（児童虐待対策担当係長兼務　８名）

（児童虐待対策担
当課長兼務７名） 家庭復帰

支援係長
　児童福祉司 　６名

児童
虐待
対策
担当
課長

非行相談
担当係長

児童虐待
対策係長
・担当係長

（2名）

　児童福祉司 　９名

（青少年非行対策
担当課長兼務）

（保健福祉局発達障
害担当課長兼務）

相談第三
係長　・

担当係長
　児童福祉司　 　８名

児童
虐待
対策
担当
課長

相談
第四係長

　児童福祉司 　４名

教育相談
担当係長

　児童福祉司 　２名

 総数　１７６名　〔うち正規職員１１２名（含兼務１６名）、会計年度職員６１名、嘱託医２名、嘱託弁護士１名〕

庶務
係長

所長 次長

相談
第一係長

　児童福祉司　 　７名

相談
第二係長

　児童福祉司 　８名

3 子ども総合センターの職員構成
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